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北九州市告示第２２６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  令和３年６月３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  第１０区自治会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 山内和幸 北九州市若松区桜町７番１０号 

変更後 家次 寔 北九州市若松区桜町１６番３０号 

３ 主たる事務所の変更 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市若松区老松一丁目６番１７号 

変更後 北九州市若松区桜町２番３０号 

４ 変更年月日 

  平成２７年５月２４日 
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北九州市告示第２２７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  令和３年６月３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  清田四丁目町内会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 細川明子 北九州市八幡東区清田四丁目８番６号 

変更後 望月 恵 北九州市八幡東区清田四丁目３番７号 

３ 主たる事務所の変更 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市八幡東区清田四丁目８番６号 

変更後 北九州市八幡東区清田四丁目３番７号 

４ 変更年月日 

  令和３年４月２５日 
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北九州市告示第２２８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  令和３年６月３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  八幡西区的場自治町内会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 安部和彦 北九州市八幡西区的場町２１番３２号 

変更後 森田尚志 北九州市八幡西区的場町１６番８号 

３ 主たる事務所の変更 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市八幡西区的場町２１番３２号 

変更後 北九州市八幡西区的場町１６番８号 

４ 変更年月日 

  令和３年４月１日 
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